
 

 

 

 

2024年度事業計画  

新型コロナウィルス感染症の 5 類移行により人流が回復し日本中が活気を取り戻した 1

年となり、ケーブル技術ショーは、技術展示会及びオンライン展示会ともにコロナ禍前と同

等の来場者があり盛況裡に終わった。2023 年度も事業計画に基づき、着実に事業を実施し

た。 

 

2024年度の各事業は以下のとおりである。 

4K8K衛星放送については、視聴可能機器が 1,800万台を超えるまでに普及しており、今

後も4K8K衛星放送の視聴拡大に向け、共同住宅等での衛星放送受信の環境整備のために、

衛星放送受信設備の改修工事の促進を図ることとする。 

 

地域密着型のインフラであるケーブルテレビにおいては、今後とも光化の促進を図ると

ともに、ケーブルテレビの高度化・多様化に対応するための知識の普及や技術力の向上に努

める。 

 

CATV技術者資格制度については、受験・受講者の拡大を目指し、引き続きテキストや講

習・試験システムの改善に努めいていく。 

 

このほか、CATV 分野における新技術等の調査研究、CATV技術者の育成、委託調査等の

受託、ケーブル技術ショーの開催等を着実に進めるとともに、事業の見直しや協会運営の効

率化等に努めることとする。 

 

１ 調査研究の推進 

（１）新技術の調査研究の推進 

以下の調査研究を行い、収集・蓄積した情報は整理し必要に応じて報告書にまとめ可

能な限り会員へ提供する。 

 

ア 技術調査研究の推進 

ケーブルテレビに関与する様々なサービスや技術について調査報告を行う。海外

では IPをベースとした配信が活発化しており、日本国内とは状況が異なる部分があ

り、IP放送だけでなく CTV(Connected TV)についてもサービス・技術両面から動向

を調査し報告する。これらの調査研究を行うに当たっては各業界団体、関連機関等と

協力連携を行う。また、国、関係機関等が行う調査研究会等に積極的に参加し、情報

収集を行うとともに、ケーブルテレビの高度化・多様化における技術の向上に寄与す

る。 



 

 

 

 

 

  イ 海外動向調査 

2018 年に締結した米国 Society of Cable Telecommunications Engineers Inc. 

（SCTE）との連携協定に基づき、7月に開催される「ケーブル技術ショー2024」で

の SCTE 幹部による講演などにより米国のケーブル業界の最新情報を会員に提供す

る。また、米国等の海外ケーブル業界やケーブル技術の現状・動向に関する情報収集

を行う 

 

（２）建造物受信障害予測事前調査の促進 

 

ア 自治体や建築主等に対し訪問説明により建造物受信障害予測事前調査の必要性に

理解を求め、特に自治体に対しては条例、建築指導要綱等への記載による実施の徹底

に理解を求める。 

 

イ 建造物受信障害予測事前調査を行う事業者には、安価で精度の高いビルエキスパ

ート Ver.7（受信障害予測計算・調査報告書作成システム）の利用を促すとともに、

建造物受信障害予測事前調査の調査結果に対する技術審査（アテスト）の利用を促す。 

 

ウ 支部主催の技術講習会等において、建造物受信障害予測事前調査に必要な基礎技

術並びに、ビルエキスパート Ver.7 の予測事例の講習を行いその利用の促進を図る。 

 

エ 可能であれば各地域の受信環境クリーン協議会と連携し、自治体の建築指導担当

者等を対象に、建造物受信障害予測事前調査の必要性や実施に必要な技術、並びに技

術者資格等の紹介を行うセミナーを実施する。 

 

（３）CATV施設の施工売上額調査の実施  

放送サービスは、人々が生活や産業などの経済活動を営む上で不可欠な情報基盤で

あると同時に、災害等から人々の安心・安全を担保する重要な社会インフラである。そ

の放送サービス等を受信するための CATV 施設の施工売上額（市場規模）ならびに、

施工業界の景況感などを継続的に調査することにより、今後の CATV 業界の展開予測、

会員各位の事業展開に資する。 

 

（４）4K8K衛星放送用受信設備の適切かつ円滑な整備の促進 

デジタル相談室ホームページや受信相談は本部、支部とも継続し、会員への工事につ

ながる情報提供を継続する。 

 



 

 

 

 

（５）無電柱化の推進 

国土交通省は、より低コストで短工期の工事手法の策定に向け検討を続けている。 

協会としても、これらの作業に日本ケーブルテレビ連盟と協力連携して参画し、随

時行われる実証試験等にも参加し得られた知見を含め協会内に随時展開していく。 

 

（６）支部における調査研究の実施 

支部の部会、委員会等による調査研究、見学会等を行う。 

 

２ CATV技術に関する規格・標準化の推進 

（１）標準規格の策定に向けての検討 

   以下の検討を規格・標準化委員会において行う。 

ア IP 放送方式を用いたケーブルテレビの品質評価の検討 

有線一般放送の IP 放送方式を用いた伝送について求められる品質評価について昨年度設

置した IP 放送検討タスクチームでの検討結果をもとに、必要な規格の策定または改正を

測定法WG において行う。 

 

イ ケーブルテレビ技術の国際規格・標準化 

ITU-T、IEC等の国際標準化情報を把握するとともに、総務省情報通信審議会にお

ける審議を支援するために、ITU-T SG9の国内寄与文書、外国寄与文書、対処方針

等の検討を行う会議の運営を行う。 

 

ウ 地上デジタル放送方式の高度化への対応   

 関係する総務省令の改正に伴い必要となる標準規格の改定について、デジタル放

送WG、測定法WG において、検討を進める。 

 

（２）規格適合性管理業務の推進 

ア 妨害評価試験確認業務の実施 

製造業者や輸入業者からの申請に基づき、有線放送設備から漏えいする電波の電

界強度が許容値以下であること、及び有線テレビジョン放送以外の用途に使用され

る電磁波が有線放送設備で行われる有線一般放送の受信に与えないことを確認する

ための妨害評価試験確認会議の運営を行う。 

 

イ デジタルケーブルテレビ用ネットワーク識別子(NW-ID)管理業務の実施 

ケーブルテレビ事業者に対してNW-IDの指定を行うためのNW-ID管理委員会の

運営を行う。 

（３）外部の標準化推進機関等との連携 



 

 

 

 

総務省情報通信審議会におけるケーブルテレビ技術に関わる委員会等に参加しその

検討に資する。また、（一社）電波産業会（ARIB）、（一社）電子技術情報産業会（JEITA）

リエゾン、（一社）リビングアメニティ協会（ALIA）テレビ共同受信機器委員会、テレ

ビ受信向上委員会、ケーブルテレビ無線利活用促進協議会等における民間の標準化活

動に参加する。 

ケーブルテレビ関係団体定期連絡会（JCTA、JLabs 及び協会から構成）において、

ケーブルテレビ事業者の経営戦略やケーブルテレビに関する新技術に関する情報等を

共有し、協会における標準化活動に資する。 

 

（４）その他 

各会議等の運営は、Web会議システム等を積極的に活用して効率的な運用を図ると

ともに必要に応じて会議招集を行う。 

 

３ CATV技術者育成の推進 

（１） CATV技術者資格制度の運営・改善 

ア 2024年度 CATV 技術者資格（総合監理、1級）講習・試験及び更新の実施 

（ア）CATV技術者資格（総合監理、1級）講習試験の周知 

e ラーニング講習及び CBT 試験の採用により、受講・受験しやすい制度となっ

たことを、会員及び非会員に対して十分周知を図る。また、エキスパート資格はそ

の資格の有効期限が 2026 年 3 月までとなっており、2025 年度中に上位資格に移

行しないと無資格者となることから、エキスパート資格保持者に対して、CATV総

合監理技術者又は第 1 級 CATV 技術者への移行のための講習・試験を本年度も実

施するとともに、同資格保持者に対して、受験時期に送付する案内等で早期資格取

得を促す。 

 

（イ）CATV技術者資格（総合監理、1級）講習試験及び更新の実施スケジュール 

11 月初旬に講習・試験の申込及び更新の手続を WEB 受付により行い、各科目

の e ラーニング講習は 12 月初旬から 2 月中旬まで行う。CBT 試験については 1

月初旬から 2 月下旬まで実施する。CATV 総合監理技術者資格及び第 1 級 CATV

技術者資格の更新対象者は、新規受験と同様に 11 月初旬に受付を開始し、e ラー

ニングによる講習受講にて更新手続きを実施する。なお郵送による資格更新申込

についても、2025 年度までは WEB 受付と同様に行うこととする。資格更新対象

者であって手続きを行わない者に対しては、更新手続きの実施を促すための連絡

を行い、更新者数の増加に努める。 

 

イ 2024年度 CATV 技術者資格(2級)の講習試験及び更新の実施 



 

 

 

 

  （ア）CATV技術者資格(2級)講習試験の周知 

e ラーニング講習及び CBT 試験の採用により、受講・受験しやすい制度となっ

たことを、ケーブルテレビ事業者や CATV 関係メーカー、CATV 関係工事業者等

に対し周知を行うとともに、潜在的に需要があると考えられる対象者に対し受験

を働きかけ、前回以上の新規受講・受験者数の確保に努める。 

 

（イ）CATV技術者資格(2級)の講習試験及び更新の実施スケジュール 

5月初旬に講習試験の申込及び更新の手続をWEB受付により行い、各科目の e

ラーニング講習は 6月下旬から 8月上旬まで行う。CBT試験については 7月初旬

から 8 月中旬まで実施する。第 2 級 CATV 技術者資格の更新対象者は、新規受験

と同様に 5月初旬に受付を開始し、eラーニングによる講習受講にて更新手続きを

実施する。なお郵送による資格更新申込についても、2026年度 CATV技術者資格

（2級）まではWEB受付と同様に行うこととする。資格更新対象者であって手続

きを行わない者に対しては、更新手続きの実施を促すための連絡を行い、更新者数

の増加に努める。 

 

ウ 資格制度の改善検討 

   e ラーニング講習と CBT 試験を採用して 2021 年 11 月より開始した CATV 技

術者資格制度の運用実績に基づく反省を踏まえ、制度運用についての改善を検討す

る。また受講受験のしやすさや資格取得後のメリットの創出等の検討を行い、今後

の受験者、資格保有者を増加させることを目的に、受験者の潜在ニーズの掘り起こ

しについても引き続き検討を行う。さらに昨今の諸費用の高騰により、ランニング

コストが増大していることに鑑み、さらなるコストの削減を図るとともに、受講受

験料金、資格更新料金についての適正価格を検討する。 

 

(２）新たな技術講習会の在り方検討 

会員企業の事業領域の拡大に寄与できる講習会テーマや資格保有者の能力向上に貢 

献できる講習会テーマの選定を行い、WEB方式等による技術講習会を検討する。 

 

（３）支部における CATV技術者の育成 

地域のニーズや実情に即して、会員等の技術力の向上と CATV 設備施工等における

品質の向上を目指して、支部主催によりセミナー、講習会等を開催する。 

 

（４）光接続技能資格認定制度の検討 

 近年、施工の安全や、光ファイバの接続といった技能の重要性の認識の高まりととも

に、その技能を評価する統一基準を求める声が高まってきている。このため、CATV設



 

 

 

 

備の十分な施工品質を確保する目的で、それに必要な施工技能を評価する基準を定め、

施工技術者の当該基準への適合性を認定するための講習・認定制度を設けることにつ

いて検討を行う。 

 

４ 届出指導事業の推進 

共同受信施設の設置等を行う事業者からの有線一般放送設備の届出書の記載方法の指

導等届出提出における支援を行う。 

 

５ 受託事業の推進 

（１）建造物受信障害予測事前調査及び技術審査の受託 

各支部における建造物受信障害予測事前調査及び技術審査（アテスト）について、前

年度以上の実績を目指す。 

 

（２）その他の受託事業の実施 

   継続する受託事業を着実に実施するとともに、新たな事業の受託を目指す。 

 

６ デジタル受信相談・対策事業の実施 

原子力災害対策特別措置法に基づき規制された区域へ帰還する住民に対して、地上デ

ジタル放送の受信環境を整えるためのデジタル受信相談・対策事業を総務省の補助金交

付を受けて 2015 年度から実施している。2024 年度も協会の提案が採択されたときには

実施するが、2024 年度事業は 2025 年 1 月末で終了することとされているため、福島の

事務所は今年 12月で閉所することになる。 

なお、東北総合通信局は事業形態を変更し、2025 年度以降も事業は継続される予定で

ある。 

 

７ ケーブル技術ショーの開催 

（一社）日本ケーブルテレビ連盟、（一社）衛星放送協会とともに開催する「ケーブル

コンベンション 2024」の関連イベントとして、ケーブルコンベンションと同一時期に同

一会場で、ケーブルテレビの持続可能な発展に資することを目的に「ケーブル技術ショー

2024」を開催する。合わせて、翌年度の開催に向けた準備を行う。 

 

「ケーブル技術ショー2024」は、  

ケーブルテレビで地域共創・地域DXを推進しよう、といった意味を込めて、 

“Let’s join DX with Cable TV !” をコンセプトに、ケーブルテレビが提供する各種

サービスが地域課題の解決や持続可能な地方の成長につなげる、最新技術やソリューシ

ョン、サービス実例などの紹介、技術セミナー、会場内オープンステージに加え、今年



 

 

 

 

度は、新たにweb上でオンラインビジネスマッチングを実施する。 

展示会を介して、ケーブルテレビ事業者、関連する事業者、地方公共団体ほかステー

クホルダーが一堂に会し、企業間連携や官民連携の創出、多様なビジネスチャンスを提

供する。 

 

（１）技術展示会 

期 間   2024年 7月 18日（木）～ 19日（金） 

会 場   東京国際フォーラム ホール E 

（２）オンライン展示会 

期 間   2024年 6月 3日（月）～ 8月 31日（土） 

   公式サイト ケーブル技術ショー公式ホームページ https://www.catv-f.com/ 

  

８ 出版物の販売の推進 

CATV技術者資格講習・試験用テキスト、標準規格、技術調査研究の成果物等を販売し、

広く利用者の利便に供する。 

 

９ 組織強化と協会運営の充実 

（１）会員の増加 

会員の漸減が続いていることを踏まえ、協会のこれまでの実績と強みを活かして、会

員であることのメリットをより充実し、勧誘を積極的に行い会員の増加に努める。 

 

（２）財政の安定化と運営の効率化 

既存事業の見直し等により収支の均衡を図るとともに、運営の効率化を図る。 

 

（３）公益目的支出計画の着実な実行 

内閣府に提出した公益目的支出計画に基づき、適正に公益目的支出計画対象事業を

実施する。 

 

（４）支部事務局業務の充実 

事業を円滑かつ効果的に実施できるように、必要に応じて本部からのサポートを行

う。 

 

（５）CATV関係者への情報発信及び会員への情報提供の拡充強化 

ホームページ、会員専用サイト、メール、会報等により引き続き CATV 関係者への

情報発信及び会員への情報提供に努める。また、各支部の有する関係情報やその活動成

果をより一層支部所属の会員へ提供できるように努める。 



 

 

 

 

（６）功労者の顕彰等 

   協会の事業に功績のあった者を推薦・顕彰することとする。 

 

（７）大災害の発生時等非常時の対応への準備 

大災害の発生時等非常時に、協会がその役割を果たせるよう所要の準備を行う。 

 

（８）委員会等の運営 

規格・標準化委員会規則に基づき規格・標準化委員会を、また、CATV 技術者資格試

験事業実施要領第 22条第 1項に基づき CATV 技術者資格認定委員会を運営する。 

さらに、委員会運営規則に基づき、総務委員会、事業推進委員会、技術調査研究委員

会及び技術者育成委員会を設置し、以下の項目について諮問し所要の検討を行う。支部

においては適宜部会等を設置し所要の検討を行う。 

 

委員会 委員会へ諮問する事業計画における項目 

総務委員会 ７ ケーブル技術ショーの開催 

８ 出版物の販売の促進 

９ 組織強化と協会運営の充実 

（１）会員の増加 

（２）財政の安定化と運営の効率化 

（３）公益目的支出計画の着実な実行 

（４）支部事務局業務の充実 

（５）CATV関係者への情報発信及び会員への情報提供の拡充強化 

（６）功労者の顕彰等 

（７）大災害の発生時等非常時の対応への準備 

事業推進委

員会 

１ 調査研究の推進 

（２）建造物受信障害予測事前調査の促進 

（３）CATV施設の施工売上額調査の実施  

（５）無電柱化の推進 

５ 受託事業の推進 

６ デジタル受信相談・対策事業の実施 

技術調査研

究委員会 

１ 調査研究の推進 

（１）新技術の調査研究の推進 

技術者育成

委員会 

３ CATV技術者育成の推進 

（１）CATV技術者資格制度の運営・改善 

（２）新たな技術講習会の在り方検討 

（３）支部における CATV 技術者の育成 


